
兵庫県立伊丹北高等学校 

服装等の規程 
 

 制服または私服を各自が気候、天候や自身の体調に応じて判断して着用する。 

 

１．服 装 

（すべて本校指定のもの） 

○冬 服 

・濃紺のブレザー・徽章・白またはブルーの長袖シャツ・ネクタイ 

・濃紺のスラックスまたはスカートまたはキュロットから選択して着用 

・スクールセーター （防寒用・希望者購入） 

・スクールベスト（防寒用・希望者購入） 

 

○夏 服 

・白またはブルーの半袖シャツまたは半袖ポロシャツ 

・グレーのスラックスまたはスカートまたはキュロットから選択して着用 

・スクールベスト（希望者購入） 

 

制服・私服併用時の規則について 

◇式典（始業式、終業式、卒業式等）、試験の際は制服を着用すること。 

また、年次独自で制服を着用する日は制服を着用すること。 

◇長袖姿及びブレザー、セーターを着たときは、必ずネクタイを着用する。 

 

その他 

◇ソックス 

 始業式等の儀式のときの靴下の色は紺・黒とする。普段においては白・グレーも

可とする。但し、ルーズソックスは不可とする。 

◇防寒着 

 ・上着 …華美でないコート 

◇ネクタイ・徽章を紛失したものは職員室の生徒部で購入すること。 

◇スカート・キュロットは膝丈にすること。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



冬服（正装）例 

 

 

  ベスト（希望者購入） 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＊スクールセーターの色は紺・グレー・ 
 アイボリーから自由に選択できる。 

＊ベストの色は紺・グレー・ 
 アイボリーから自由に選択できる。 



 

夏服例 

 

  ベスト（希望者購入） 

      

 

＊長袖シャツ･半袖シャツ･ポロシャツは、白･ブルーの 2色から自由に選択して着用できる。 

＊夏服は、半袖シャツ、ポロシャツのいずれを着用しても良い。ただし、ポロシャツとブレザー

の組み合わせは認めない。 

＊半袖シャツ着用時、ネクタイを着用してもよい。 

 

 

＊ベストの色は紺・グレー・ 
 アイボリーから自由に選択できる。 



２．頭髪、その他 

 〇頭髪は高校生にふさわしい髪型をすること。男女ともパーマ、脱色、加熱、 

装飾、極端な刈り上げ等は厳禁。 

 〇余計な装飾は禁止する。化粧、色つきリップクリーム、マニキュア、ネックレ

ス、イヤリング、ピアス、カラーコンタクト、指輪等は厳禁。 

 〇上履きは、学校指定のものを使用する。 

 〇病気、ケガ等その他特別な事情がある場合は、異装を認めるが必ず届を出すこ

と。 

 〇服装、頭髪等についても教員からの注意に従わない場合は特別指導となる。 

 

 

校内・校外生活について 

 ・学習に必要ないものは一切学校に持ち込まないこと。 

 ・貴重品の保管・管理は各自で責任を持ち、特に教室を空ける時は貴重品袋を使

用すること。 

 ・登校後の外出は禁止する。やむを得ず外出する時は、外出許可を受けること。 

 ・昼食は教室または食堂等で食べること。尚、休憩時間での校庭及び廊下での飲

食は慎むこと。 

 ・アルバイトは原則として禁止する。やむを得ず行わなければならなくなった場

合、（経済的理由等）は、必ず担任の教師に相談すること。但し、許可できな

いことがある。 

 ・校内外を問わず、問題となる行動、法に触れる行為は絶対にしてはならない。 

 ・学校の校内における生徒の選挙活動や政治的活動、投票運動は禁止する。また

学校の構外における選挙運動（18歳以上に限る）、及び政治的活動は家庭の理

解、責任の下、生徒が判断して行うことができる。但し違法なもの、暴力的に

なるおそれが強いものや学業、生活などに支障があると認められた場合にはこ

れを制限または禁止する場合がある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

下校時刻並びに部活動の練習時間について 
 

［夏季］（3月～10月） 

       午後5:00       6:40       7:00 

原則として 

部活動終了 

片付け 

更 衣 

 片付け 

更衣 

部活動生徒 

完全下校 

 延長による部活動  

 

［冬季］（11月～2月） 

       午後5:00       5:40       6:00      6:30 

原則として 

部活動終了 

片付け 

更 衣 

 片付け 

更衣 

部活動生徒 

下校 

 延長による部活動 特別延長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

単車・自動車について 
 

１．本校生の単車・自動車等の運転免許証の取得を禁止する。 

２．特別の事情により、やむを得ず運転免許証の取得および単車・自動車の使用を

必要とする者は、その旨、保護者より学校に願い出て許可を受ける。 

 

 

自転車通学者について 
 

自転車通学者は、事故防止のために下記の事項を厳守すること。 

 （１）道路交通法を遵守すること。 

    （安全ルールを守る。以下、道路交通法抜粋。） 

    ・夜間はライトを点灯する。 

    ・交差点での信号厳守と一時停止・安全確認。 

    ・二人乗り禁止。 

    ・並列走行をしない。 

    ・自転車は車道が原則、車道は左側を通行する。 

    ・混雑している歩道や交差点では、譲り合いの気持ちでゆとりを持って 

走る。 

 （２）携帯電話、音楽プレイヤー、ヘッドフォン等を使用しながらの乗車は 

厳禁。 

 （３）傘差し運転厳禁。レインウェアは常備し、雨天時には必ず着用すること。 

 （４）自転車は常に整備点検すること。（ブレーキ・ベル・ライト） 

 （５）自転車を所定の位置に置き、必ず施錠のこと。 

    鑑札シールのない自転車による登校は禁止する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


